
第１０期富津市介護保険事業計画・富津市高齢者福祉計画策定支援業務委託 

公募型プロポーザル実施要領 

 

１ 本実施要領の趣旨 

当該事業に係る企画提案を求め、各提案事業者の提案内容等を総合的に比較し、最も適し

た事業者を選考するため、公募型プロポーザルを実施するにあたり、必要な事項を定めるも

のとする。 

 

２ 目的 

本業務は、現計画「第９期富津市介護保険事業計画・富津市高齢者福祉計画」が令和９年

３月末をもって終了するため、介護保険法（平成９年法律第１２３号）及び老人福祉法（昭

和３８年法律第１３３号）に基づく、「第１０期富津市介護保険事業計画・富津市高齢者福祉

計画」（計画期間：令和９年度～令和１１年度）を策定するためのアンケート調査（アンケー

トの項目の設定、調査・回収、データ入力、集計、分析、推計を行い、それらを取りまとめた

報告書の作成）及び計画策定（国・千葉県・富津市の各種施策動向、富津市の概要及び整備状

況、高齢者の現況動向及びサービスの利用状況等の分析、富津市が提供するデータの整理分

析、課題の抽出、課題に対応した施策の企画・立案、人口・サービス量の推移、介護保険料・

サービス給付費の設定）の支援業務委託を行うものである。 

 

３ 概要 

（１）件名    第１０期富津市介護保険事業計画・富津市高齢者福祉計画策定支援業務

委託 

（２）場所    富津市下飯野２４４３番地（富津市役所介護福祉課） 

（３）履行期間  契約締結日から令和９年３月２２日まで 

（４）業務概要  別紙「第１０期富津市介護保険事業計画・富津市高齢者福祉計画策定支

援業務委託仕様書」のとおり 

※仕様書の内容は現時点での予定であり、今後、国の方針等示される中  

で、協議の上変更する可能性がある。 

（５）提案上限額 12,838,000 円（消費税及び地方消費税の額を含む。） 

（令和７年度 6,271,000円 令和８年度 6,567,000円） 

※上限額を超える提案は失格とする。 

 

４ 参加資格 

（１）基本事項 

次のいずれの項目も満たすものとする。 

ア 富津市建設工事等入札参加者資格者名簿に登録されていること。 

（※登録されていない場合は６(２)ア参照） 



 

イ 富津市建設工事請負業者等指名停止措置要領に基づく指名停止措置を本案件の公告

日から契約締結までの間、受けていないこと。 

ウ 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規定のほか、次の 

各号に該当しない者 

（ア）手形交換所による取引停止処分を受けてから２年間を経過しない者又は手形、小

切手を不渡りした者で６ヶ月を経過しない者 

（イ）会社更生法（平成１４年法律第１５４号）の適用を申請した者で、同法に基づく 

裁判所からの更生手続開始決定がされていない者 

（ウ）民事再生法（平成１１年法律第２２５号）の適用を申請した者で、同法に基づく 

裁判所からの再生手続開始決定がされていない者 

エ 個人又は法人若しくは団体の役員等（個人である場合はその者、法人である場合は 

役員又は支店若しくは営業所（常時契約を締結する事務所をいう。）の代表者、団体で 

ある場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。）が、暴力 

団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）第２条第２号 

に規定する暴力団及び同条第６号に規定する暴力団員でないこと。 

（２）個別事項 

   次のいずれの項目も満たすものとする。 

  ア 本事業を遂行するために必要とされる業務経験や資格を有した者を専従させること 

ができる者であること。 

  イ 過去に介護保険事業計画・高齢者福祉計画策定業務を請け負った実績があること。 

  ウ 個人情報等の機密情報の取り扱いに係る社内規定を整備し、その実質的な運用が行 

われていること。 

 

５ 実施スケジュール 

 内容 日程 

参
加
表
明 

申請書様式等の配布期間 令和７年６月 ２日(月)～令和７年６月１３日(金) 

参加表明書受付期限 令和７年６月１８日(水) 

選定・非選定通知書の送付 令和７年６月２５日(水) 

技
術
提
案 

質問書の受付期間 令和７年６月２７日(金)～令和７年７月 ４日(金) 

質問書の回答 令和７年７月 ９日(水) 

技術提案書の受付期間 令和７年７月１８日(金) 

プレゼンテーション及び 

提案採用者決定 
令和７年７月２９日(火) 

  



 

６ 提案方法等 

（１）申請書様式等の配布 

  ア 配布期間   

令和７年６月２日(月)から令和７年６月１３日(金)まで（土、日曜及び祝日は除く。） 

  イ 配布時間 

午前９時から午後５時まで 

  ウ 配布場所 

富津市役所介護福祉課（富津市下飯野２４４３番地） 

   申請書様式は、富津市ホームページからも入手可能 

（２）参加表明書の提出 

以下の書類を１部、持参又は郵送（提出期限日必着）により提出すること。 

ア 参加表明書兼参加資格確認申請書（別記第３号様式） 

富津市建設工事等入札参加者資格者名簿に登録されていない者は、以下の書類を添付 

すること。 

なお、証明書は、提出日前３か月以内に発行されたものでなければならない。 

番号 提出書類名 提出上の注意 

① 履歴事項全部証明書（原本） 法務局発行 

② 印鑑証明書（原本） 法務局発行 

③ 使用印鑑届兼委任状（別記第１号様式）  

④ 財務諸表 直近２年分の決算書 

⑤ 営業所等一覧（別記第２号様式） 営業所等を有する場合のみ 

⑥ 国及び地方税に未納がないことの証明書

（原本） 

・法人税並びに消費税及び地方消費

税の納税証明書（税務署発行） 

・千葉県税の完納証明書（千葉県内

に本店又は営業所等を有する場合

のみ。県税事務所発行） 

・富津市税の納税証明書（富津市内

に本店又は営業所等を有する場合

のみ。富津市発行） 

 

（３）参加資格確認結果の通知 

参加表明書提出者全員に参加資格審査結果通知書（別記第４号様式）で通知する。 

なお、参加資格を有すると認められた者には、当該通知にてプレゼンテーションの日

程を通知する。 

  



 

（４）質問の受付 

  ア 受付期間 

令和７年６月２７日(金)から令和７年７月４日(金) 午後５時まで 

イ 質問書の受付 

 質問書に必要事項を記入の上、電子メールで提出すること 

 【電子メール】mb016@city.futtsu.chiba.jp 

  ウ 質問に対する回答 

   質問に対する回答は、一括して質問回答書として取りまとめ、質問書の回答日までに 

富津市ホームページへ掲載する。 

（５）技術提案書の受付 

  ア 提出資料 

   以下の資料を提出すること。 

番号 提出種類名 提出上の注意 

① 技術提案書等提出届 

（別記第５号様式） 

 

② 技術提案書（任意様式） 別紙仕様書及び評価基準の評価項目の内容を

踏まえ、業務の進め方、手法等の提案について

具体的に記載すること。 

③ 会社概要書（任意様式） 事業者等の経歴、役員の構成及び氏名、組織体

制、従業員数、事業概要等が把握できるもの 

④ 業務実績書（任意様式） 過去に介護保険事業計画・高齢者福祉計画を請

け負った実績がわかるもの 

⑤ 業務実施体制（任意様式） 業務の実施体制について記載すること 

⑥ 見積書及び見積内訳書 

（任意様式） 

内訳（人件費、直接経費、一般管理費等）につ

いて積算根拠を詳細に記載すること 

 

  イ 提出方法 

   ・持参または郵送（配達証明等、到着日時の記録が残るものを使用すること）により

事務局へ提出すること。 

   ・正本を１部、副本（コピー可）を６部提出すること。 

   ・正本はＡ４フラットファイルに綴り、インデックスをつけ、ファイル表紙及び背表

紙に事業者名を記載すること。 

   ・電子媒体として、Microsoft Office Excel、Wordまたは PowerPointいずれかで作成

したものを CD-Rまたは DVD-Rにて１部提出すること。 

  ウ 提出期限 

   令和７年７月１８日(金) 午後５時必着 



 

７ 参加者が一者又はない場合の取扱い 

参加表明者又はプレゼンテーション参加者が一者となった場合、当該一者でプレゼンテ 

ーションを実施する。また、参加表明者がない場合又は辞退等によりプレゼンテーション

参加者がない場合は中止とする。 

 

８ プレゼンテーションの実施 

（１）実施場所 

   富津市役所本庁舎２階 ２０２会議室（富津市下飯野２４４３番地） 

（２）実施内容 

一者につき、準備５分、プレゼンテーション３０分、質疑応答１５分程度とする。ただ

し、参加事業者が多数の場合は、実施時間等を短縮することがある。 

（３）会場設営 

パソコン、スクリーン、プロジェクター等を使用してプレゼンテーションを実施する

場合は、参加事業者が用意すること。また、外部ネットワーク接続（インターネット）環

境は確保しないので、必要に応じて各自準備すること。 

（４）出席者 

３名以内とする。なお、本業務に携わる予定者を含めることとし、その者が技術提案に

ついて説明すること。 

（５）その他 

   プレゼンテーションの実施順序については、技術提案書の受理順とする。 

 

９ 評価基準 

  評価項目は、以下のとおりとする。 

１．共通事項 

評価項目 評価基準 

情報収集力 国、県または市の各種施策を反映し、法令や国の最新の動向に

基づく提案となっているか。（※） 

計画性 円滑に業務遂行するための業務フローが作成されているか。 

十分な人員が確保されているか。 

経験及び知識 過去に介護保険事業計画・高齢者福祉計画を請け負った実績

があるか。 

予定担当者等が十分な経験や実績、業務に必要な知識及び知

見を有しているか。（※） 

経費 必要な経費が適切に算出されており、見積額が提案上限額を

超えていないか。 

 



 

 

２．アンケート調査 

評価項目 評価基準 

分析力 本市の実情や特性、これまでの施策等を踏まえているか。 

日常生活圏域ごとの特色を理解しているか。 

調査対象者ごとのニーズ及び課題を反映できる項目になって

いるか。（※） 

デザイン 市民や高齢者に向けて分かりやすい内容となっているか。 

  

３．事業計画 

理解力 本市の課題の理解度が高く、主要課題等への対応がされてい

るか。（※） 

分析力 需要量の推計・目標量の設定を行うための考え方、地域の特性

を考慮した調査・分析手法の提案となっているか。（※） 

ニーズ調査結果等を事業計画策定に活用する方法が提案され

ているか。（※） 

デザイン 表や文章等を見やすくするための工夫があるか。 

 （※）特に重点を置いている評価基準の項目 

 

１０ 選考結果の通知 

（１）選考結果は、プロポーザル審査結果通知書（別記第１０号様式）にて郵送及び電子メ

ールにより通知する。 

（２）プロポーザル審査結果通知書に記載した内容以外の質問には回答しない。また、選考

結果についての異議申し立ては受け付けない。 

 

１１ 結果の公表 

  契約締結後、以下の内容を富津市ホームページで公表する。 

（１）対象業務の名称 

（２）履行期間 

（３）提案採用者を特定した日 

（４）提案採用者の名称及び所在地 

（５）提案採用者とした理由（審査結果等） 

（６）前各号に掲げるもののほか、必要な事項 

 

 

 



 

１２ 契約手続 

（１）提案採用者を優先交渉権者とし、仕様書及び提案採用者の提案書等の記載事項を基本 

に協議が調ったときは、見積書を提出し、契約を締結する。 

（２）優先交渉権者と協議が調わない場合は、評価得点の高いものから順に協議を行うもの 

する。ただし、評価得点が最低基準点を下回るものを優先交渉権者とすることはできな 

い。 

（３）優先交渉権は、契約締結結果を富津市ホームページに公表することにより消滅する。 

 

１３ その他 

（１）辞退について 

参加資格を有すると認められた者が技術提案書の提出を辞退する場合は、プレゼンテー 

ション実施日前日（休日の場合は、直前の開庁日）の午後４時までに辞退届を提出するこ 

と。 

（２）失格となる場合について 

次のいずれかに該当する場合は、失格とする。 

  ア 契約締結までの間に参加資格を満たさなくなったとき。 

  イ 参加表明書その他の提出書類に虚偽の記載をしたとき。 

  ウ この要領に定める提出書類の提出方法その他の条件に適合していないもの 

エ 審査の公平性を害する行為があったとき。 

（３）申請に関する経費について 

書類の作成、提出及びプレゼンテーション等にかかる費用は、申請者の負担とする。 

（４）提出資料の取扱いについて 

ア 提出資料は返却しない。 

イ 提出後の資料の差し替え（修正を含む。）及び再提出については、一切認めない。 

ウ 提出資料は、審査を行う作業に必要な範囲で複製することがある。 

エ 提出資料及びその複製は、技術提案書の選定以外に提出者に無断で使用しない。 

オ 契約履行過程で生じた製作物の著作権は、富津市に帰属する。 

（５）富津市が作成した仕様書の取扱い 

技術提案書の作成のため富津市から受領した資料は選定結果通知後、廃棄すること。 

また、富津市の了承なく公表又は使用しないこと。 

 

１４ 問合せ及び提出先 

〒293-8506 千葉県富津市下飯野 2443番地 

富津市健康福祉部介護福祉課 

電話 0439-80-1262 FAX 0439-80-1323 

E-mail  mb016＠city.futtsu.chiba.jp 

 


